
 

第１号議案 

 

平成 30年広島県議会２月定例会に提案される 

教育委員会関係の議案に対する意見について 

 

 平成 30 年広島県議会２月定例会に教育委員会関係の議案を提案することについ

て，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29

条の規定によって知事から意見を求められたので，同意する旨回答することについ

て提案します。 

 

 

  平成 30年２月９日 

 

広島県教育委員会教育長  下 﨑  明  

 

 

１ 提案される議案 

(1)   広島県生涯学習審議会条例の一部を改正する条例案 ·········· P 19～ 22 

 (2)  職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例案 ······ P 23～ 30 

(3)  特別職の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 ······ P 31～ 35 

(4)  広島県手数料条例等の一部を改正する条例案 ················ P 36～ 75  

(5)  職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 ···· P 76～ 80 

(6)  広島県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例案 ········ P 81～ 85 

(7)  広島県学校職員定数条例の一部を改正する条例案 ············ P 86～ 89 

(8)  広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 ···· P 90～ 95 

(9)  広島県高等学校等奨学金特別会計条例の 

一部を改正する条例案 ···································· P 96～100 

 (10) 平成 30年度教育委員会関係当初予算案 ····················· P101～133 

 

２ 根拠規定 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条 

   （教育委員会の意見聴取）  

  第 29 条 地方公共団体の長は，歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る

部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事

件の議案を作成する場合においては，教育委員会の意見をきかなければなら

ない。 














































































































































































































































































